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独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
環
境
省
令
第
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
理
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
）

（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
理
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
）

第
二
十
一
条

機
構
法
第
十
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
十
六
条
第
一
項
の
環
境
省

第
二
十
一
条

機
構
法
第
十
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
十
六
条
第
一
項
の
環
境
省

令
で
定
め
る
費
用
の
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
で
定
め
る
費
用
の
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

中
小
企
業
者
（
中
小
企
業
支
援
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
四
十
七
号

一

中
小
企
業
者
（
中
小
企
業
支
援
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
四
十
七
号

）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
の
う
ち
、
同
項
に
規
定
す
る
中

）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
で
あ
り
、
か
つ
、
同
項
に
規
定

小
企
業
者
以
外
の
一
又
は
二
以
上
の
会
社
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
大
企

す
る
中
小
企
業
者
以
外
の
会
社
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
大
企
業
者
」
と

業
者
」
と
い
う
。
）
の
所
有
に
係
る
当
該
中
小
企
業
者
の
株
式
の
数
の
当
該

い
う
。
）
の
所
有
に
係
る
当
該
中
小
企
業
者
の
株
式
の
数
の
当
該
中
小
企
業

中
小
企
業
者
の
発
行
済
株
式
の
総
数
に
対
す
る
割
合
又
は
大
企
業
者
の
当
該

者
の
発
行
済
株
式
の
総
数
に
対
す
る
割
合
又
は
大
企
業
者
の
当
該
中
小
企
業

中
小
企
業
者
へ
の
出
資
の
金
額
の
当
該
中
小
企
業
者
の
出
資
の
総
額
に
対
す

者
へ
の
出
資
の
金
額
の
当
該
中
小
企
業
者
の
出
資
の
総
額
に
対
す
る
割
合
が

る
割
合
が
二
分
の
一
以
上
で
あ
る
者
及
び
そ
の
者
と
の
間
に
そ
の
者
に
よ
る

二
分
の
一
未
満
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
常
時

完
全
支
配
関
係
（
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
四
条
の

使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
百
人
以
下
の
学
校
法
人
、
宗
教
法
人
、
医
療
法
人

二
に
規
定
す
る
完
全
支
配
関
係
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

若
し
く
は
社
会
福
祉
法
人
（
以
下
「
学
校
法
人
等
」
と
い
う
。
）
が
保
管
す

が
あ
る
者
並
び
に
大
企
業
者
と
の
間
に
当
該
中
小
企
業
者
又
は
大
企
業
者
に

る
高
圧
ト
ラ
ン
ス
若
し
く
は
高
圧
コ
ン
デ
ン
サ
又
は
電
気
機
器
の
う
ち
重
量

よ
る
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
者
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同

が
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
が
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
と
な
っ
た

じ
。
）
又
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
百
人
以
下
の
学
校
法
人
、
宗
教

も
の
の
処
理
に
要
す
る
費
用
（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除
く

法
人
、
医
療
法
人
若
し
く
は
社
会
福
祉
法
人
（
以
下
「
学
校
法
人
等
」
と
い

。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
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う
。
）
が
保
管
す
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
（
電
気
機
器
又
は
Ｏ
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
絶
縁
材
料
と
し
て
使
用
し
た
電
気
機

器
又
は
Ｏ
Ｆ
ケ
ー
ブ
ル
を
除
く
。
）
に
使
用
さ
れ
た
絶
縁
油
で
あ
っ
て
、
微

量
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
も
の
が
廃
棄
物
と
な
っ

た
も
の
及
び
当
該
絶
縁
油
が
塗
布
さ
れ
、
染
み
込
み
、
付
着
し
、
又
は
封
入

さ
れ
た
も
の
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
を
除
く
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
処
理
に
要
す
る
費
用
（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
費
用

を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

中
小
企
業
者
が
解
散
若
し
く
は
事
業
の
廃
止
に
よ
り
中
小
企
業
支
援
法
第

二

中
小
企
業
者
が
解
散
若
し
く
は
事
業
の
廃
止
に
よ
り
中
小
企
業
支
援
法
第

二
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
後
又
は
学
校
法
人
等
が
解

二
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
後
又
は
学
校
法
人
等
が
解

散
し
、
若
し
く
は
事
業
を
廃
止
し
た
後
に
個
人
が
保
管
す
る
こ
と
と
な
っ
た

散
し
、
若
し
く
は
事
業
を
廃
止
し
た
後
に
個
人
が
保
管
す
る
こ
と
と
な
っ
た

、
当
該
中
小
企
業
者
又
は
当
該
学
校
法
人
等
の
保
管
し
て
い
た
ポ
リ
塩
化
ビ

、
当
該
中
小
企
業
者
又
は
当
該
学
校
法
人
等
の
保
管
し
て
い
た
高
圧
ト
ラ
ン

フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
理
に
要
す
る
費
用

ス
若
し
く
は
高
圧
コ
ン
デ
ン
サ
又
は
電
気
機
器
の
う
ち
重
量
が
十
キ
ロ
グ
ラ

ム
以
上
の
も
の
が
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
の
処
理
に

要
す
る
費
用

三

（
略
）

三

（
略
）

四

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
保
管
に
係
る
費
用

四

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
（
高
圧
ト
ラ
ン
ス
若
し
く
は
高
圧
コ
ン
デ

ン
サ
又
は
電
気
機
器
の
う
ち
重
量
が
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
が
廃
棄
物

と
な
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
保
管
に
係
る
費
用


